
戦後80年祈念巡回展業務委託契約書（案） 

 

沖縄県平和祈念資料館 館長 大城 友恵（以下「甲」という。）と       （以

下「乙」という。）は、次の条項により委託契約を締結する。 

（目的） 

第１条 甲は、乙に対し、戦後80年祈念巡回展業務（以下、委託業務という。）を委託し、

乙はこれを受託するものとする。 

（委託業務の内容及び実施方法） 

第２条 委託業務の実施方法については、別紙、戦後80年祈念巡回展業務委託仕様書（以

下「仕様書」という。）のとおりとする。 

（委託期間及び終了期日） 

第３条 契約締結の日から令和８年３月 19 日までとする。 

（委託料の額） 

第４条 本契約の委託料は、金      円とする。 

２ 前項の額のうち、取引に係る消費税額及び地方消費税額は、金    円である。 

３ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条の規定並び

に地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、契約

金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、     円である。 

（指導及び監督） 

第６条 甲は、委託業務の適正な執行のために、必要があれば乙に対し指導・監督を行

い、乙はこれに従うものとする。 

（事故発生時における報告） 

第７条 乙は、この委託業務を行うために取り扱う物品の紛失又は毀損があった場合には、

直ちに甲に報告しその指示に従わなければならない。 

（再委託の禁止） 

第８条 乙は、委託業務を自ら実施するものとし、原則として他のものに再委託してはな

らない。但し、事前に甲の承認を受けた場合にはこの限りではない。 

（進捗状況等の報告等） 

第９条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の進捗状況について所要

の報告を求めることができる。 

（委託業務完了報告書） 

第10条 乙は委託業務を完了したときは、委託業務完了報告書（様式第１号）を仕様書に

定める成果品とともに事業終了後７日以内に甲に提出しなければならない。 



２ 甲は、前項の完了報告書等の提出を受けた場合は、速やかに確認及び検査を行うもの

とする。 

（契約不適合責任） 

第11条 甲に納品された成果物に適合しない部分（以下「不適合部分」という。）がある

ときは、甲は不適合を知った時から１年以内に乙に対してその旨を通知し、不適合部分

の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができる。 

２ 前項の規定は、その不適合が仕様書の記載内容、甲の指示により生じたものであると

きは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示等が不適当であることを知りながら

これを通知しなかったときはこの限りではない。 

（委託料の額の確定） 

第12条 甲は、第10条による委託業務実績報告書及び成果品の提出並びに前条による不適

合部分の修補等がなされ、その報告及び不適合部分の修補等により委託業務の成果が本

契約の内容に適合するものであると認められるときは、委託料の額を確定し、乙に通知

するものとする。 

２ 甲は、前項の委託料の額を確定した場合において、次条により既に前項の額を超える

額が支払われているときは、期限を定めてその超える額の返還を命ずるものとする。 

（概算払い） 

第13条 乙は委託業務の適正な実施のために、委託業務に必要な経費の概算払いを受けよ

うとするときは、概算払請求書（様式第３号）により、第４条に規定する委託料の額（以

下「委託料の額」という。）の80％の範囲内で甲に概算払いを請求することができる。 

２ 前項の請求は契約締結時、10月、12 月の３回以内とし、１回の請求額は原則として第

１項に規定する概算払請求可能額の30％以内とする。 

３ 概算払いしようとする額が、前項に規定する額を超える場合は、事前に甲に協議し、

甲の承認を得るものとする。 

４ 乙から適正な概算払請求書の提出があった場合、甲は概算払請求書を受理した日から

起算して 30 日以内に、これを乙に支払うものとする。 

（確定額の支払い） 

第14条 乙は第12条第１項の額の確定の通知を受けた場合は、委託料支払請求書（様式第

４号）により、甲に請求するものとする。 

２ 甲は前項の請求書が適正であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30

日以内に、これを乙に支払うものとする。 

（秘密の保持） 

第15条 乙はこの契約の履行に関して知り得た情報を漏らしてはならない。但し、乙が甲

から開示を受けた際に公知の情報はその限りではない。 

２ 乙は、甲の承諾なく、成果品等（未完成の成果品及び委託業務を行ううえで得られた



記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

３ 本条の規定はこの委託期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 

（個人情報の保護） 

第16条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（契約の解除及び委託費の返納） 

第17条 甲は、次に掲げる一の理由が生じたときはいつでもこの契約を解除又は変更し、

委託料の全部若しくは一部の支払いを停止し、又は返納させることができる。 

⑴ この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認められたとき。 

⑵ この契約の履行について、乙又はその代理人に不正の行為があったとき。 

⑶ 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。 

⑷ 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 

⑸ 乙が次のいずれかに該当するとき。 

イ 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以

下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77

号。以下「暴力団対策法」という。)第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

（解除後の委託料の確定等について） 

第18条 甲が前条の規定によりこの契約を解除した場合、乙は、解除後15日以内に第10条

第１項の委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。 

２ 第12条第１項の規定は契約解除した場合の委託料の額の確定に準用する。 

３ 委託料が既に支払われているときは、乙は支払われた委託料のうち第２項の規定によ

り甲が確定した額を超える額を、甲が定める期日までに返還するものとする。 

４ 委託料が支払われていないときは、甲は第２項の規定により確定した額を乙に支払う

ものとする。 



（契約解除の処理） 

第19条 甲が第16条の定めにより契約を解除した場合、乙は契約の解除により甲に生じた

損害を賠償しなければならない。その賠償額は、委託料の額の10％相当額とする。 

（違約金） 

第20条 甲は、乙が第12条２項及び第17条第３項の規定に従わない場合は、遅延日数に応

じ、未済部分の契約代金の額に対して沖縄県財務規則第109条に定める率の割合で計算

した額の違約金の支払いを乙に請求することができる。 

２ 甲は、乙がその責に帰すべき事由により、第３条に規定する期間内に委託業務を完了

できないとき、又は規定する期限までに委託業務完了報告書を提出できないときは、遅

延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対して沖縄県財務規則第109条に定める率の

割合で計算した額の違約金の支払いを乙に請求することができる。 

（著作権の取扱） 

第21条 この契約により生じた成果品の著作権は、すべて甲に帰属するものとする。 

２ 乙は甲の承諾がなければ、この契約により生じた成果品を複写、複製、その他の形式

により他の用に供してはならない。 

（労働関係法令の遵守及び調査） 

第 22 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 

２  甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状

況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 

（その他の事項の処理） 

第 23 条 当該委託事業の実施については、この契約に基づき実施するものとする。なお、

この契約書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約書に定めのない事項

については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

上記契約の成立を証するため、契約書２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 令和７年 月 日 

               甲  沖縄県糸満市字摩文仁 614-1 

                                    沖 縄 県 平 和 祈 念 資 料 館 

館 長    大 城 友 恵 

 

               乙    

                   

  



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識

し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（適正管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（管理及び実施体制） 

第４ 乙は、個人情報取扱責任者（この契約による事務に係る個人情報の適正な管理につ

いて責任を有する者をいう。以下同じ。）を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、

点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなけ

ればならない。 

２ 乙は、事務従事者（この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以

下同じ。）を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報

を取り扱うことがないようにしなければならない。 

３ 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実

施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。

また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 

（作業場所の特定・持ち出しの制限） 

第５ 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個

人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。

また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 

２ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち

出してはならない。 

（収集の制限） 

第６ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 



第７ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報

を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでな

い。 

（事務従事者への周知等） 

第９ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外

の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個

人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適

切な監督及び教育をしなければならない。 

（派遣労働者） 

第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場

合において、秘密の保持に係る事項は、第２に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元

との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任

を負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う

事務（以下「個人情報取扱事務」という。）については自ら行うものとし、第三者（乙の

子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）であ

る場合も含む。以下同じ。）に委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようと

する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承

諾を得なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 



⑻ 再委託の相手方の監督方法（監督責任者の氏名を含む。） 

３ 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保

護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければな

らない。 

４ 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再

委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

５ 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、

甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

（資料等の返還等） 

第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づ

いて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ち

に当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。この場合にお

いて、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 

３ 乙は、前２項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊す

る等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第１項及び第２項の規定により消去する場

合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないよ

うに確実に消去しなければならない。 

５ 乙は、第１項及び第２項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃

棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及

び廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならない。 

６ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければな

らない。 

（検査及び報告） 

第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管

理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 

２ 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理

状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

（事故報告） 

第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生す

るおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を

講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 



２ 乙は、前項の事案が発生した場合（おそれがあるものを含む。次項において同じ。）、

その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 

（指示及び報告） 

第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、

又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 

（契約解除） 

第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の

全部又は一部を解除することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその

損害の賠償を求めることはできない。 

（損害賠償） 

第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被っ

た場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。  

 

（注）１ 「甲」は委託者（沖縄県）、「乙」は受託者をいう。 

   ２ 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するも

のとする。 

  



別記参考様式１（第４の２（別記特記事項第４及び第５）関係） 

 

個人情報の管理体制等報告書 

 

年   月   日 

沖縄県知事 殿 

 

住所又は所在地 

受託者名  氏名又は商号 

代表者氏名 

 

戦後80年祈念巡回展業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報

告します。 

 

１ 管理責任体制に関する事項 

個人情報取扱責任者 （所属・役職） （氏名） 

※個人情報取扱責任者：この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任

を有する者をいいます。 

 

２ 事務従事者に関する事項 

事務従事者 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 

 

３ 個人情報の保管、管理に関する事項 

作業場所  

保管場所及び保管方法  

盗難、紛失等の 

事故防止措置等 

（具体的に記入すること） 

 

  



別記参考様式２（第４の２（別記特記事項第４及び第５）関係） 

 

個人情報の管理体制等変更報告書 

 

年   月   日 

沖縄県知事 殿 

 

住所又は所在地 

受託者名  氏名又は商号 

代表者氏名 

 

戦後80年祈念巡回展業務委託に関する個人情報の管理体制について、下記のとおり変更

しました（します）ので報告します。 

 

１ 管理責任体制に関する事項 

個人情報取扱責任者 （所属・役職） （氏名） 

※個人情報取扱責任者：この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任

を有する者をいいます。 

 

２ 事務従事者に関する事項 

事務従事者 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 

 

３ 個人情報の保管、管理に関する事項 

作業場所  

保管場所及び保管方法  

盗難、紛失等の 

事故防止措置等 

（具体的に記入すること） 

※作業場所及び保管場所の変更にあたっては、あらかじめ報告すること。 

 


